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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第102期

第３四半期
連結累計期間

第103期
第３四半期
連結累計期間

第102期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年12月31日

自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （百万円） 518,628 517,564 661,244

経常利益 （百万円） 4,614 5,889 5,700

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 3,245 4,281 3,976

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,156 7,209 2,106

純資産額 （百万円） 87,253 92,263 86,204

総資産額 （百万円） 285,247 291,360 228,437

１株当たり四半期（当期）

純利益
（円） 255.74 337.42 313.42

潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）

純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 30.5 31.7 37.7

 

回次
第102期

第３四半期
連結会計期間

第103期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2019年10月１日
至2019年12月31日

自2020年10月１日
至2020年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 153.12 193.96

　（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載

しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について

重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
 

（１）経営成績

当第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響を受け、企業・経済活動が大きく制限されたことで、雇用環境の悪化や個人消費の

下振れなど、さらに厳しい環境で推移しております。また、今後も新型コロナウイルス感染症の影響が継続す

ることによる消費マインドの落ち込みが予見されるなど、先行きは不透明な状況となっております。

食品流通業界の状況は、感染拡大に伴う行動自粛の影響から、内食の増加に伴う家庭用食材の需要が活発化

する一方、業務用食材の需要については一時的に持ち直しの動きがみられたものの11月以降の新型コロナウイ

ルス感染者増加に伴う営業自粛要請などにより大幅な減少傾向が続いております。現時点では新型コロナウイ

ルス感染症の収束の目途が立たず、消費環境は極めて不透明な状態であります。

当第３四半期連結累計期間は、2020年４月30日に公表した中期経営計画「Transform2022」の実現に向け

て、前年度までに実行してきた業務提携先との協業などを推し進めると共に、リテールサポート機能の強化の

ため㈱エブリーと連携した店頭サイネージの設置拡大や店頭サイネージを活用した消費者目線での新しい売場

提案を行ってまいりました。また、食品流通の中核を担う卸売業として、行政当局の指導・要請に基づく感染

拡大防止策と安全配慮策を講じながら食品の安定供給維持に努めると共に、感染症拡大・風水害への対策とし

てBCP（事業継続計画）の強化などを行ってまいりました。加えて、社会課題解決への取り組みとしてのダイ

バーシティの推進やガバナンスの強化、マテリアリティ特定などこれらSDGsへの取り組みも行ってまいりまし

た。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年の消費増税駆け込み需要の反動や新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により外食・業務用・百貨店向けの売上は減少したものの、内食需要の高まりに伴いスーパー向けの

売上が好調に推移したことなどにより、前年ほぼ横這いの517,564百万円（前年同期比0.2％（1,064百万円）

減）となりました。

利益面では、前年度期中より一部取引形態の変更があったことを主要因とする売上総利益の減少はあったも

のの、一方で同要因による物流費の減少があり、加えて一般管理費が改善されたことなどにより、経常利益は

前年同期比では27.6％（1,275百万円）増加の5,889百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、投資有価証券売却益の増加などにより、前年同期比31.9％（1,036百万円）増加の4,281百万円とな

りました。

 

（２）財政状態

当第３四半期連結会計期間末における総資産は291,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ62,922百万

円の増加となりました。これは、季節変動要因により売上債権が37,744百万円増加、未収入金が6,145百万円

増加、グループ預け金が12,700百万円増加したことなどによるものであります。

負債は、199,096百万円となり、前連結会計年度末に比べ56,863百万円の増加となりました。これは、売上

債権と同様、季節変動要因により仕入債務が54,451百万円増加したことによるものであります。

純資産は、92,263百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,059百万円の増加となりました。これは、利益

剰余金が3,298百万円増加、その他有価証券評価差額金が2,899百万円増加したことなどによるものでありま

す。
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（３）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更

はありません。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について

重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（６）経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループにおける新型コロナウイルス感染症による当第３四半期連結累計期間の業績への影響は「(1）

経営成績」に記載の通りでありますが、今後につきましては、現時点において、経営成績に重要な影響を与え

るものではないと判断しております。

 

（７）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第３四半期連結累計期間において、資金運用と調達の方針に重要な変更はありません。

なお、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,194百万円となっております。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2021年２月８日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,032,690 13,032,690
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 13,032,690 13,032,690 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
 増減額

(百万円)

 資本準備金
 残高
 （百万円）

2020年10月１日～

2020年12月31日
－ 13,033 － 4,923 － 7,162

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2020年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 345,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,683,100 126,831 －

単元未満株式 普通株式 4,190 － －

発行済株式総数  13,032,690 － －

総株主の議決権  － 126,831 －

 

 

②【自己株式等】

    2020年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

伊藤忠食品株式会社
大阪市中央区城見

２－２－22
345,400 － 345,400 2.65

計 － 345,400 － 345,400 2.65

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から

2020年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,606 1,324

受取手形及び売掛金 84,821 122,566

商品及び製品 14,903 20,736

未収入金 22,624 28,770

グループ預け金 42,200 54,900

その他 410 487

貸倒引当金 △36 △47

流動資産合計 166,529 228,735

固定資産   

有形固定資産 19,108 17,914

無形固定資産 863 862

投資その他の資産   

投資有価証券 31,004 31,522

関係会社出資金 － 178

退職給付に係る資産 1,299 1,345

その他 9,781 10,940

貸倒引当金 △146 △135

投資その他の資産合計 41,937 43,849

固定資産合計 61,908 62,625

資産合計 228,437 291,360

負債の部   

流動負債   

買掛金 117,860 172,310

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払法人税等 1,067 1,034

賞与引当金 1,228 729

役員賞与引当金 71 38

その他 10,404 14,007

流動負債合計 130,650 188,139

固定負債   

長期借入金 1,439 1

設備休止損失引当金 20 4

資産除去債務 629 651

退職給付に係る負債 368 374

その他 9,128 9,927

固定負債合計 11,584 10,957

負債合計 142,233 199,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,923 4,923

資本剰余金 7,165 7,165

利益剰余金 68,206 71,504

自己株式 △1,185 △1,186

株主資本合計 79,109 82,406

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,031 9,930

退職給付に係る調整累計額 △104 △102

その他の包括利益累計額合計 6,927 9,828

非支配株主持分 168 29

純資産合計 86,204 92,263

負債純資産合計 228,437 291,360
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 518,628 517,564

売上原価 490,437 489,690

売上総利益 28,190 27,873

販売費及び一般管理費 24,547 23,015

営業利益 3,643 4,859

営業外収益   

受取利息 109 119

受取配当金 511 651

不動産賃貸料 293 240

持分法による投資利益 143 90

その他 193 175

営業外収益合計 1,249 1,276

営業外費用   

支払利息 104 95

不動産賃貸費用 150 135

その他 25 16

営業外費用合計 279 246

経常利益 4,614 5,889

特別利益   

投資有価証券売却益 107 279

特別利益合計 107 279

税金等調整前四半期純利益 4,721 6,168

法人税、住民税及び事業税 1,284 1,724

法人税等調整額 145 155

法人税等合計 1,429 1,879

四半期純利益 3,292 4,289

非支配株主に帰属する四半期純利益 47 8

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,245 4,281
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益 3,292 4,289

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △125 2,864

退職給付に係る調整額 11 2

持分法適用会社に対する持分相当額 △22 54

その他の包括利益合計 △136 2,920

四半期包括利益 3,156 7,209

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,118 7,182

非支配株主に係る四半期包括利益 37 28
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

　第２四半期連結会計期間において、ワイ＆アイホールディングス(同)は出資金の一部売却に伴い、連結

の範囲から除外しております。

 

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　第２四半期連結会計期間において、ワイ＆アイホールディングス(同)は出資金の一部売却に伴い、連結

の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。

　また、これに伴い、ワイ＆アイホールディングス(同)の関連会社であるコンフェックスホールディング

ス㈱を持分法適用の範囲から除外しております。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

　下記の会社の仕入債務について保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

㈱宝来商店 748百万円 1,069百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

減価償却費 1,819百万円 1,626百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月20日

定時株主総会
普通株式 476 37.5 2019年３月31日 2019年６月21日 利益剰余金

2019年10月31日

取締役会
普通株式 476 37.5 2019年９月30日 2019年11月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月18日

定時株主総会
普通株式 476 37.5 2020年３月31日 2020年６月19日 利益剰余金

2020年10月30日

取締役会
普通株式 507 40 2020年９月30日 2020年11月27日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

当社及び連結子会社の報告セグメントは、食料品卸売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏

しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

１株当たり四半期純利益 255円74銭 337円42銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
3,245 4,281

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
3,245 4,281

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,687 12,687

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

2020年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（１）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・507百万円

（２）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・40円

（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・2020年11月27日

（注）2020年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

  2021年２月８日

伊藤忠食品株式会社   

取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

  大阪事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 平田　英之　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川合　直樹　　印

 
 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている伊藤忠食品株式

会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、伊藤忠食品株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

EDINET提出書類

伊藤忠食品株式会社(E02931)

四半期報告書

15/16



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
 

以　上
 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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